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   岡山県保健福祉部長  

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ 

ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正） 

 

 このことについて、厚生労働省健康局結核感染症課長から別添のとおり通知があ

りましたので、御了知いただくとともに、貴会員への周知をお願いいたします。 

 なお、この通知は次のホームページに掲載していますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

岡山県保健福祉部からの医療安全情報等のお知らせ 

http://www.pref.okayama.jp/site/361/ 

 

 

 

 

 

岡山県保健福祉部健康推進課 

感染症対策班 

TEL:086-226-7331 

FAX:086-225-7283 

 



 

 

健感発 0210 第３号 

令和３年２月 10 日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）長 殿 

特 別 区 

 

 

                    厚生労働省健康局結核感染症課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ 

ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 l0 年法律第 l14 号）

における新型コロナウイルス感染症の患者及び無症状病原体保有者の退院及び就業制限

の取扱いについては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律におけ

る新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）」（令

和２年２月６日付け健感発 0206 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知）において

お示ししているところです。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法律第５号）

が令和３年２月３日に公布され、同月 13 日に施行されることに伴い、当該通知を別添の

とおり一部改正することとしましたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村、関

係機関等へ周知いただき、その取扱いに遺漏のないようご対応をお願いいたします。 

本通知による改正後の取扱いについては、令和３年２月 13 日より適用することとしま

す。 

 



 

 

新旧対照表 
 

（傍線部分は改正部分） 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱い

について（一部改正）」（令和２年２月６日健感発 0206 第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通知） 

            新 旧 

第１ 退院に関する基準 

新型コロナウイルス感染症の患者について、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 l0 年法律

第 l14 号。以下「法」という。）第 26 条第２項において準用

する法第 22 条の「病原体を保有していないこと」とは、原則

として次の①に該当する場合とする。ただし、次の②に該当

する場合も差し支えないこととする。 

（略） 

 

第２ 就業制限に関する基準 

（略） 

第１ 退院に関する基準 

新型コロナウイルス感染症の患者について、新型コロナウイ

ルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令

第 11 号）第３条において準用する法第 22 条の「病原体を保有

していないこと」とは、原則として次の①に該当する場合とす

る。ただし、次の②に該当する場合も差し支えないこととする。 

 

（略） 

 

第２ 就業制限に関する基準 

（略） 
  

別添 



 

（改正後全文） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス

感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて 

 

第１ 退院に関する基準 

新型コロナウイルス感染症の患者について、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成 l0 年法律第 l14 号。以下「法」という。）第 26 条第２項にお

いて準用する法第 22 条の「病原体を保有していないこと」とは、原則として次の①に

該当する場合とする。ただし、次の②に該当する場合も差し支えないこととする。 

① 発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合 

② 発症日から 10 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時間経過し

た後に核酸増幅法又は抗原定量検査（以下「核酸増幅法等」という。）の検査を

行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取

を行い、陰性が確認された場合 

また、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者については、原則として次の

③に該当する場合に、退院の基準を満たすものとする。ただし、次の④に該当する場合

も退院の基準を満たすものとして差し支えないこととする。 

③ 発症日から 10 日間経過した場合 

④ 発症日から６日間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、

その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認され

た場合 

発症日とは、患者が症状を呈し始めた日とし、無症状病原体保有者又は発症日が明ら

かでない場合については、陽性確定に係る検体採取日とする。症状軽快とは、解熱剤を

使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。 

上記の核酸増幅法等の検査の際に陽性が確認された場合は、24 時間後に核酸増幅法

等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体

採取を行い、陰性が確認されるまで、核酸増幅法等の検査を繰り返すものとする。（①

又は③に該当した場合を除く） 

なお、患者が再度症状を呈した場合や無症状病原体保有者が新たに症状を呈した場合

は、症状軽快後に上記の場合に該当するまで退院の基準を満たさないものとする。 

 

第２ 就業制限に関する基準 

法第 18 条の「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とは、新型コロナウ

イルス感染症患者又は無症状病原体保有者が就業しようとする場合とする。 

なお、第１の退院に関する基準を満たす場合は、同条の規定の対象者ではなくなるも

のとする。 

 


